
障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況の公表について 
 
 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第７条の３第６項の
規定により，障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況について，次のとおり公表しま
す。 
 

令和４年３月２２日 
東 海 村 ⻑ 
東 海 村 教 育 委 員 会 
東 海 村 議 会 
東 海 村 農 業 委 員 会 
東 海 村 監 査 委 員 

１ 目標の達成状況 

（１）採用に関する目標 

機 関 名 村⻑部局，教育委員会事務局 

目 標 
実雇用率（毎年６月１日現在）について，各年度，当該年６月１日
時点の法定雇用率を満たす。 

評価方法 
実雇用率については，法第４０条の規定に基づく障害者任免状況通
報により把握し，進捗を管理していく。 

達成状況 
令和３年６月１日時点における実雇用率は 2.53％であり，法定雇用
率（2.6％）を下回ったが，法定雇用障害者数は満たす結果となった
（１人未満の端数処理の都合）。 

 

機 関 名 議会事務局，農業委員会事務局，監査委員事務局 

目 標 障害者雇用の推進に関する理解を促進する。 

評価方法 
毎年６月時点における理解度をアンケート調査により把握し，進捗
を管理していく。 

達成状況 

令和３年６月にアンケートを実施し，所属職員 11 名からの回答に
より，次のとおり初期値を把握した。 
○障害者雇用促進法の内容に係る理解度 54.5％ 
○法定雇用率以上の割合による障害者の雇用義務 72.7％ 
○障害者活躍推進計画の策定の事実 36.4％ 



（２）定着に関する目標 

機 関 名 村⻑部局 

目 標 不本意な離職を極力生じさせない。 

評価方法 
障害者である職員について，障害者任免状況通報の時点における定
着状況を把握し，進捗を管理していく。 

達成状況 不本意な離職は生じなかった。 

 

機 関 名 村⻑部局 

目 標 満足度について，初年度の数値以上を満たす。 
※計画初年度は目標を設定せず，実態に関するデータを収集する。 

評価方法 
現に就労する障害者である職員について，毎年６月時点における数
値をアンケート調査により把握し，進捗を管理していく。 

達成状況 

令和３年６月にアンケート調査を実施し，障害者である職員８名か
らの回答において，東海村役場に就職し，現在働いていることにつ
いて「満足（どちらかと言えば満足）」と回答した職員の割合は，
87.5％であった。 ※令和２年６月時点：100％ 

 

機 関 名 村⻑部局 

目 標 ワーク・エンゲージメントについて，初年度の数値以上を満たす。 
※計画初年度は目標を設定せず，実態に関するデータを収集する。 

評価方法 
現に就労する障害者である職員について，毎年６月時点における数
値をアンケート調査により把握し，進捗を管理していく。 

達成状況 

令和３年６月にアンケート調査を実施し，障害者である職員８名か
らの回答において，次のとおり数値を把握した。 
○仕事に誇りや，やりがいを感じていると思う 87.5％ 
○仕事に熱心に取り組めていると思う 100％ 
○仕事から活力を得ていきいきしていると思う 75.0％ 
※令和２年６月時点：いずれの項目についても 100％ 

 

  



２ 取組の実施状況（各任命権者共通） 

（１）障害者の活躍を推進する体制整備について 

  ○障害者雇用推進者として，引き続き，人事課⻑を選任した。 
  ○障害者職業生活相談員として，引き続き，人事課⻑補佐を選任した。 
  ○引き続き，他の任命権者と共同で，障害者雇用推進者，人事担当者，財政担当者，

障害者である職員を構成員とする障害者雇用推進チームを設置した。 
  ○令和４年３月に第３回目の会議を開催し，障害者活躍推進計画の実施状況の点検等

を実施した。 
  ○障害者である職員をサポートするため，引き続き，人事課を相談窓口として位置付

けた。 
  ○障害者である職員（会計年度任用職員）について，引き続き，⽔⼾公共職業安定所

の「職場適応支援者」を活用し，職場適応に向けて支援した。 

（２）障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出について 

  ○障害者である職員一人ひとりの障害の特性や能力，本人の希望等を踏まえた人員配
置に努めた。 

（３）障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

  ○障害者である職員が働きやすい職務環境の実現を図るため，引き続き，エレベータ
ーや多目的トイレ，障害者専用駐車スペース等を維持管理したほか，廊下や執務室
内の十分な通路幅を確保した。 

  ○時差出勤や早出遅出制度など柔軟な勤務時間の管理制度の利用や，時間単位の年次
有給休暇制度，療養休暇など各種休暇制度の利用促進に取り組んだ。 

  ○障害者である職員（会計年度任用職員）について，雇用期間の終期までおおむね２
ヶ月前となる令和４年１月末までに，職務経験の総括的に振り返る面談を行い，雇
用期間の終了後においても引き続き就労できるようにした。 

 


